
第４章 望ましい環境像と政策の方針等

（１）将来都市像
　第７次総合計画では、市政運営の全体目標となる将来都市像を「暮らしやすく、希望あふれるま
ち　上越」としています。

将来都市像第１節

（２）将来都市像実現に向けた五つの基本目標
　第７次総合計画では、将来都市像の実現に向けて、五つのまちの姿を基本目標として定め、各目
標達成に向けた政策の方針を示しています。本計画では、環境政策と特に関わりが深い基本目標２、
４、５の実現を目指します。

将来都市像

暮らしやすく、希望あふれるまち 上越
「暮らしやすいまち」に向けて・・・

　　　　 　各種インフラ、産業、教育、医療、福祉、環境、文化の全てにおいて、社会環境の
変化に、柔軟かつしなやかに対応し、誰一人取り残されることなく、自分らしい暮ら
しができるよう、生活の質の向上を図り、安心感や満足度をより高めていきます。

「希望あふれるまち」に向けて・・・
　　　　 　地域の魅力や資源、産業や人材など、まちの力を市民や地域が一丸となって高め、

いかしていく中で、地域に対する愛着や誇りが育まれ、市民一人一人が夢や希望を持っ
て暮らし、そして、次代を担う子どもや若者が帰ってきたくなるようなまちづくりを
進めていきます。

基本目標２ 　安心安全、快適で開かれたまち
　　 　市民の暮らしを支える都市基盤や良好な生活環境の持続

性を高め、災害に強い安心安全で強靱なまちづくりに取り
組むほか、地域の豊かな都市空間や自然環境を保ち、その
質を高めるとともに、全国へと開かれた交通ネットワーク
をいかし、誰もが快適に暮らし続けられるまちを目指しま
す。

基本目標４ 　魅力と活力があふれるまち
　　 　地域に根付き、新たな価値を作り出す産業の活力を高め

るとともに、誰もがやりがいを持って働くことができる環
境を整えるほか、多様な地域資源を磨き上げ、その魅力の
最大化を図りつつ、広く内外に伝える中で新たな交流が生
まれていく、魅力と活力があふれるまちを目指します。

基本目標５ 　次代を担うひとを育むまち
　　 　安心して子どもを産み育て、子どもたちが健やかに育つ

教育・社会の環境の整備や充実に取り組むほか、全ての世
代が学び、活動し、挑戦することができる環境を整え、ま
ちの未来を支えるあらゆるひとを育むまちを目指します。

暮らしやすく、
希望あふれるまち 

上 越

支え合い、生き生きと
暮らせるまち

安心安全、快適で
開かれたまち

魅力と活力が
あふれるまち

誰もが
活躍できるまち

次代を担う
ひとを育むまち
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（３）土地利用構想との整合
　第７次総合計画における土地利用構想では、将来都市像の実現に向けて、土地利用の基本的な考
え方を「面・点・線」のまちの構造の３要素から明らかにしています。
　この構想では広大な市域を地勢的特徴に応じて区分した各エリア（「面」）の特性・機能をいかし
つつ、各地に暮らしを支える拠点（「点」）を形成し、それぞれを交通ネットワーク（「線」）で結ぶ
ことにより、各地域が支え合い、魅力や恵みを市全体で享受する姿を目指しています。
　本計画では、この土地利用構想と整合を図りつつ、環境施策の観点から、将来のまちの発展を見
据えた持続可能な土地利用と適切な機能整備を一層推進していきます。

面：めりはりのある土地利用
　　　…市域を地勢的特徴に応じて区分した市街地、田園地域、中山間地域の三つの「エリア」
　　　　・ 多様な都市機能や優良な農地、豊かな自然を有するエリアそれぞれの特性をいかし、育む

めりはりのある土地利用を推進します。
点：暮らしを支える拠点の構築

　　　… 施設や店舗などの都市機能が集まる中心市街地や各総合事務所の周辺などの場所を「拠点」として 
位置付け

　　　　・各地区の拠点の機能に応じ、暮らしを支える機能を維持・集積します。
線：人や物の移動を支える交通ネットワークの構築

　　　…道路や鉄道、バスなどの「交通ネットワーク」
　　　　・ 拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落のそれぞれの間を、便利で安全に移動でき

る交通ネットワークを構築します。

【面（エリア）・点（拠点）・線（交通ネットワーク）によるまちの構造のイメージ】

※ 面（エリア）・点（拠点）・線（交通ネットワーク）のそれぞれの詳細は、次ページ以降をご覧ください。
　 面（エリア）はおおむねの範囲を、点（拠点）はおおむねの位置を、線（交通ネットワーク）はイメージを示したものです。

中国・韓国
佐渡市

糸魚川市糸魚川市

北陸方面北陸方面

関西方面関西方面

首都圏首都圏 長野県長野県 妙高市妙高市

魚沼地域魚沼地域

中越地域
下越地域
中越地域
下越地域

名立区

中郷区

板倉区

清里区
牧　区

三和区 安塚区

大島区浦川原区

吉川区

柿崎区

大潟区

上越IC周辺上越IC周辺

直江津港周辺直江津港周辺

直江津駅周辺直江津駅周辺

春日山駅周辺春日山駅周辺

高田駅周辺高田駅周辺

寺IC周辺寺IC周辺

上越妙高駅周辺上越妙高駅周辺

頸城区

面（エリア） 市街地

点（拠　点）

線（交通ネットワーク）

都市拠点 地域拠点 生活拠点 ゲートウェイ

田園地域 中山間地域

広域ネットワーク 拠点間ネットワーク
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【面（エリア）・点（拠点）・線（交通ネットワーク）によるまちの構造のイメージ】

※ 面（エリア）・点（拠点）・線（交通ネットワーク）のそれぞれの詳細は、次ページ以降をご覧ください。
　 面（エリア）はおおむねの範囲を、点（拠点）はおおむねの位置を、線（交通ネットワーク）はイメージを示したものです。

中国・韓国
佐渡市

糸魚川市糸魚川市

北陸方面北陸方面

関西方面関西方面

首都圏首都圏 長野県長野県 妙高市妙高市

魚沼地域魚沼地域

中越地域
下越地域
中越地域
下越地域

名立区

中郷区

板倉区

清里区
牧　区

三和区 安塚区

大島区浦川原区

吉川区

柿崎区

大潟区

上越IC周辺上越IC周辺

直江津港周辺直江津港周辺

直江津駅周辺直江津駅周辺

春日山駅周辺春日山駅周辺

高田駅周辺高田駅周辺

寺IC周辺寺IC周辺

上越妙高駅周辺上越妙高駅周辺

頸城区

面（エリア） 市街地

点（拠　点）

線（交通ネットワーク）

都市拠点 地域拠点 生活拠点 ゲートウェイ

田園地域 中山間地域

広域ネットワーク 拠点間ネットワーク
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　本計画では、第７次総合計画で目指すまちづくりの推進に当たり、経済社会情勢の変化やこれま
での取組の課題を踏まえ、環境分野での基本的な政策・施策を「生活環境」「自然環境」「地球環境」
「環境学習」の四つの分野から明らかにします。
　このうち「環境学習」は、他の三つの分野に共通する要素であり、今後一層取組の強化が必要と
考えることから、横断的な分野として位置付けます。
　各分野の政策・施策の推進に当たっては、分野毎に「望ましい環境像」と政策の基本方針を設定
します。

望ましい環境像と政策の基本方針第２節

経済社会情勢の変化等と「望ましい環境像」及び「基本方針」の関係性

▼基本方針▼分野と望ましい
環境像

▼第7次総合計画
　の将来都市像

○持続可能な社会の実現に向けた取組の加速
○新たな感染症の拡大による世界経済やライフスタイルの変化
○エネルギー需給の不安定化

１－１
環境汚染の防止

１－２
生活環境の維持・
向上

３－１
脱炭素社会への
移行の促進

２－１
自然環境との共生

２－２
自然環境の活用

３－２
持続可能な
循環型社会の形成

１ 生活環境分野
安心安全、快適な

生活ができる空間が
保たれているまち

２ 自然環境分野
豊かな自然と共生した
暮らしが息づくまち

３ 地球環境分野
地球環境への負荷が

少ない暮らしが
営まれているまち

４ 環境学習分野
一人ひとりが環境に

配慮した行動を
実践しているまち

▼経済社会情勢の変化

【情勢の変化と課題】 【第４次環境基本計画の政策】

ＳＤＧｓの目標達成に
向けた取組の強化

▼当市の環境を巡る課題▼国・県の動向

暮
ら
し
や
す
く
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望
あ
ふ
れ
る
ま
ち
　上
越

４－１
環境啓発の推進

１ 生活環境分野
○生活に身近なトラブ

ルへの対応
○ごみの減量化や適正

処理の啓発
○最終処分場の早期整

備と適切な処理体制
の維持・確保

海洋プラスチック、
食品ロスの削減、プラ
スチックの資源循環に
対する取組の強化

２ 自然環境分野
○特定外来生物や絶滅

危惧種対策など環境
保全活動

○有害鳥獣による被害
の防止に向けた対応

生物多様性の保全の
推進や、野生鳥獣被害
の増加への対応の強化

３ 地球環境分野

○2050年カーボン 
ニュートラルの実現

○再生可能エネルギー
設備導入によるトラ
ブル回避

　2050 年 カ ー ボ ン
ニュートラル実現等、
温室効果ガス排出量の
削減目標の明確化や、
地球温暖化対策の強化

４ 環境学習分野 ○次世代の環境団体等
の担い手育成

○関心の高まりを行動
の実践へ
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各分野における「望ましい環境像」と政策の「基本方針」

１ 生活環境分野 　 環境像：安心安全、快適な生活ができる空間が保たれているまち
　基本方針１　環境汚染の防止
　　 　大気の汚染や水質の汚濁などの公害は、市民の健康や住環境など、安心安全な日常生活の大きな影

響を及ぼす可能性があります。
　　 　環境汚染を防止し、良好な生活環境を確保していくため、各種法令等に基づいた規制を適切に運用し、

測定、監視などの取組を効果的に実施するとともに、異常事案の発生時には関係機関と連携して迅速
に対応します。

　基本方針２　生活環境の維持・向上
　　 　廃棄物の不適正処理や不法投棄は、当市の大切な地域資源である自然環境や景観の悪化を招くばか

りでなく、環境汚染による生活環境への影響が懸念されます。
　　 　快適かつ魅力的な生活環境を維持し、更には向上させていくため、廃棄物の適正処理や良好な景観

形成に向けた取組を推進します。

２ 自然環境分野 　 環境像：豊かな自然と共生した暮らしが息づくまち
　基本方針１　自然環境との共生
　　 　当市の市域には、海、山、大地の要素が揃っており、それぞれの地域の中で、更には、それらの要

素が互いに関連を持ちながら生態系が形成されています。
　　 　豊かな恵みをもたらす自然環境を保全し、共生していくため、それらの価値を共有し、守り続けて

いく取組を推進します。
　基本方針２　自然環境の活用
　　 　当市の歴史・風土は、四季折々の気候や多様な自然環境との関わりの中で培われてきたものであり、

また、豊かな自然が日常生活に身近な存在であることは、当市の暮らしの大きな魅力となっています。
　　 　豊かな自然がもたらす多様な恵みを活用していくため、市の内外における当市の自然環境の魅力を

発信するとともに、自然環境と調和したまちづくりを推進します。

３ 地球環境分野 　 環境像：地球環境への負荷が少ない暮らしが営まれているまち
　基本方針１　脱炭素社会への移行の促進
　　 　近年では、地球温暖化が起因とされる記録的な高温や大雨、森林火災、干ばつなどの異常気象が頻

発しており、当市でも暮らしの中でそれらの影響が身近なものとなっています。
　　 　地球温暖化対策が世界各国で加速化している中、当市における脱炭素※社会への移行を促進していく

ため、市民生活や事業活動における化石燃料を由来とするエネルギーからの転換などに向けた取組を
推進します。

　基本方針２　持続可能な循環型社会の形成
　　 　地球環境への負荷を軽減し、限りある資源を有効に活用していくため、これまで資源の効率的な利

用やリサイクルなどが進められてきています。
　　 　近年では、地球温暖化対策の進展、プラスチックの資源循環の促進、食品ロス※問題などを背景とし

て、一層の強化や新たな展開が必要となっており、それらの課題に対応し、循環型社会の形成につな
げていくため、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を踏まえた取組を推進します。

４ 環境学習分野 　 環境像：一人ひとりが環境に配慮した行動を実践しているまち
　基本方針　環境啓発の推進
　　 　環境問題への対応は、市民一人ひとりの日常生活、事業者の経済活動などの様々な場面で、改善に

向けた活動を自主的に取り組んでいくことが必要です。
　　 　本計画で掲げる望ましい環境像を実現に向けて、より多くの市民や事業者が環境問題に関する様々

な情報に触れ、実践に移していけるような環境学習や啓発の取組を推進します。
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（１）施策の体系
　本計画は、望ましい環境像の実現に向けて以下の体系図のとおり、四つの分野において、20の
主要施策を展開します。

環境施策の体系第３節

環境施策の体系の全体像

２ 自然環境分野
豊かな自然と共生した
暮らしが息づくまち

３ 地球環境分野
地球環境への負荷が

少ない暮らしが
営まれているまち

４ 環境学習分野
一人ひとりが環境に

配慮した行動を
実践しているまち

【政策・施策の体系】

１－１
環境汚染の防止

１－２
生活環境の維持・
向上

３－１
脱炭素社会への
移行の促進

２－１
自然環境との共生

２－２
自然環境の活用

３－２
持続可能な
循環型社会の形成

４－１
環境啓発の推進

１ 生活環境分野
安心安全、快適な

生活ができる空間が
保たれているまち

（1）大気汚染の防止
（2）騒音・振動、悪臭の防止
（3）水質保全・排水処理対策の推進
（4）地下水の保全、土壌汚染の防止
（5）化学物質等による汚染の防止

（1）ごみの適正処理の推進
（2）環境美化の推進

（1）省エネルギー化の推進
（2）再生可能エネルギーの普及促進
（3）拠点形成と交通ネットワークの
　  構築

（4）吸収源対策の推進

（1）環境学習の推進と事業者支援
（2）市民・事業者との協働による
　  取組の推進

（1）生物多様性の保全
（2）環境に配慮した事業活動の推進

（1）緑地・公園の活用
（2）自然環境と調和した景観形成の
　  推進

（3）環境保全型農業の推進

（1）ごみ減量の推進
（2）リサイクルの推進

【目指すまちの姿】

▼第7次総合計画
の将来都市像

▼分野と望ましい
環境像 ▼基本方針 ▼主要施策
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（２）ＳＤＧｓの推進
　本計画の推進に当たっては、環境・経済・社会のバランスの取れた持続可能なまちづくりに向け
て、ＳＤＧｓの理念や視点を積極的に取り入れ、各施策と関連するゴールを関連付け、目指す環境
像とＳＤＧｓの達成に向けて一体的に取組を進めていきます。

本計画とＳＤＧｓとの関係性

分野 基本方針 主要施策 ＳＤＧｓの目標
2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17

１
生活
環境

１  環境汚染の 
防止

1 大気汚染の防止

◇ ◇ ◇ ◇ ◇
2 騒音・振動、悪臭の防止
3 水質保全・排水処理対策の推進
4 地下水の保全、土壌汚染の防止
5 化学物質等による汚染の防止

２  生活環境の 
維持・向上

1 ごみの適正処理の推進
◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2 環境美化の推進

２
自然
環境

１  自然環境との
共生

1 生物多様性の保全
◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2 環境に配慮した事業活動の推進

２  自然環境の 
活用

1 緑地・公園の活用
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇2 自然環境と調和した景観形成の推進

3 環境保全型農業の推進

３
地球
環境

１  脱炭素社会 
への移行の 
促進

1 省エネルギー化の推進

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
2 再生可能エネルギーの普及促進
3 拠点形成と交通ネットワークの構築
4 吸収源対策の推進

２  持続可能な 
循環型社会の
形成

1 ごみの減量の推進
◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2 リサイクルの推進
４

環境
学習

１  環境啓発の 
推進

1 環境学習の推進と事業者支援
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2  市民・事業者との協働による取組の推進

 

目標１ ［貧困］ 
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる 

目標10  ［不平等］  
国内及び各国家間の不平等を是正する 

目標２ ［飢餓］ 
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善
を実現し、持続可能な農業を促進する 

目標11  ［持続可能な都市］  
包摂的で安全かつ強靭 （レジリエント）で持続可能な
都市及び人間居住を実現する 

目標３ ［保健］ 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を
確保し、福祉を促進する 

目標12  ［持続可能な消費と生産］  
持続可能な消費生産形態を確保する 

目標４ ［教育］ 
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確
保し、生涯学習の機会を促進する 

目標13  ［気候変動］  
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策
を講じる 

目標５ ［ジェンダー］ 
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女
児のエンパワーメントを行う 

目標14  ［海洋資源］  
持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する 

目標６ ［水・衛生］ 
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可
能な管理を確保する 

目標15  ［陸上資源］  

 

目標７ ［エネルギー］ 
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能
な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する 

目標16  ［平和］  

目標８ ［経済成長と雇用］ 

 

目標17  ［実施手段］  
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー
バル・パートナーシップを活性化する 

目標９ ［インフラ、産業化、イノベーション］ 
強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的
かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーショ
ンの推進を図る 

 
 

 

出所　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と日本の取組
　　　（外務省国際協力局）

 
 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の詳細 本計画と関連があるゴール 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々
の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間ら
しい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持
続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の
劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促
進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある
包摂的な制度を構築する

第１部 第４次環境基本計画 　45

第
１
部

第
４
章 

望
ま
し
い
環
境
像
と
政
策
の
方
針
等 

▼ 

第
３
節 

環
境
施
策
の
体
系


